
                   

 

最低制限価格の設定に係る最低制限基準率を定める要領 

 

 平成２１年  ６月２３日 

契管第０６２３００１号 

改正 平成２２年３月２９日契管第０３２９００１号 

      平成２３年３月３１日契管第０３３０００４号 

平成２４年４月１日契管第０４０１００１号 

      平成２５年５月１日契管第０５０１００１号 

平成２６年３月６日契管第０３０６００４号 

平成２８年５月２日契管第０５０２００１号 

平成２９年４月１７日契管第０４１７００１号 

令和元年６月２８日契管第０６２８００２号 

令和３年３月 １日行契第０３０１００５号 

        

第１ 最低制限基準率 

最低制限価格の設定に関する要綱（平成２１年宇佐市要綱第１６号）第３条第３項の規定

による最低制限基準率及び算定方法は、次の各号に掲げる請負契約の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 建設工事（解体工事を除く。） 次に掲げる額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た

額を予定価格（消費税及び地方消費税を含む。以下同じ｡）で除して得た割合（その割合

に小数点以下３位を四捨五入し、第２位までとする。）。ただし、その割合が１０分の９．

２を超える場合にあっては１０分の９．２と、１０分の７．５に満たない場合にあって

は１０分の７．５とする。 

 ア 直接工事費（共通仮設費積上分を含む）の額に１０分の９.７を乗じて得た額 

 イ 共通仮設費（共通仮設費率計上分に限る）の額に１０分の９を乗じて得た額 

 ウ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

 エ 一般管理費の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

（２） 解体工事 １０分の７．５ 

（３） 建設工事に関する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コン

サルタント業務 次に掲げる業務の種類に応じ、それぞれ次のアからエまでに定める額

に１００分の１１０を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合（その割合に小数点以

下３位を四捨五入し、第２位までとする。）。ただし、その割合が１０分の８を超える場

合にあっては１０分の８と、１０分の６に満たない場合にあっては１０分の６（測量業

務については１０分の８．２を超える場合にあっては１０分８．２と、１０分の６に満

たない場合にあっては１０分の６｡地質調査業務については１０分の８．５を超える場合

にあっては１０分８．５と、３分の２に満たない場合にあっては３分の２｡)とする。 

ア  測量業務 次に掲げる額の合計額 

 （ア）直接測量費の額 

 （イ）測量調査費の額 

 （ウ） 諸経費の額に１０分の４．８を乗じて得た額 

イ  建築関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額 

 （ア）直接人件費の額 



 （イ）特別経費の額 

 （ウ）技術料等経費の額に１０分の６を乗じて得た額 

  （エ）諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額 

 

ウ  土木関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額 

  （ア）直接人件費の額 

  （イ）直接経費の額 

  （ウ）その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額 

  （エ）一般管理費等の額に１０分の４．８を乗じて得た額 

エ  地質調査業務 次に掲げる額の合計額 

 （ア）直接調査費の額 

  （イ）間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額 

  （ウ）解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額 

  （エ）諸経費の額に１０分の４．８を乗じて得た額 

オ  補償関係コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額 

  （ア）直接人件費の額 

  （イ）直接経費の額 

  （ウ）その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額 

  （エ）一般管理費等の額に１０分の４．５を乗じて得た額 

 

それぞれの額に 1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 

 

第２ 適用区分 

附  則 

この要領は、平成２１年７月１日以降に入札公告又は入札参加者の指名通知を実施する入札から

適用する。 

附  則（平成２２年３月２９日契管第０３２９００１号） 

この要領は、平成２２年４月１日以降に入札公告又は入札参加者の指名通知を実施する入札から

適用する。 

附  則（平成２３年３月３１日契管第０３３０００４号） 

この要領は、平成２３年４月１日以降から施行し、同日以後の入札公告又は入札参加者の指名通

知を実施する入札から適用する。 

附  則（平成２４年４月１日契管第０４０１００１号） 

この要領は、平成２４年４月１日から施行し、同日以後の入札公告又は入札参加者の指名通知を

実施する入札から適用する。 

附  則（平成２５年５月１日契管第０５０１００１号） 

この要領は、平成２５年５月１日から施行し、同日以後起案の予定価格・最低制限価格調書から

適用する。 

附  則（平成２６年３月６日契管第０３０６００４号） 

この要領は、平成２６年４月１日から施行し、同日以後の入札公告及び通知する予定価格・最低

制限価格調書から適用する。 

附  則（平成２８年５月２日契管第０５０２００１号） 

この要領は、平成２８年６月１日から施行し、同日以後の入札公告及び通知する予定価格・最低

制限価格調書から適用する。 



附 則（平成２９年４月１７日契管第０４１７００１号） 

この要領は、平成２９年５月１日から施行し、同日以後の入札公告及び通知する予定価格・最低

制限価格調書から適用する。 

附 則（平成元年６月２８日契管第０６２８００２号） 

この要領は、令和元年１０月１日から施行し、同日以後の入札公告及び通知する予定価格・最低

制限価格調書から適用する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以後の入札公告及び指名通知分から適用する。 

 


